
静岡県立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年11月14日

静岡県教育委員会教育長 池 上 重 弘

静岡県教育委員会規則第13号

静岡県立高等学校学則の一部を改正する規則

静岡県立高等学校学則（昭和28年静岡県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第５条関係）

１ 学年制による課程を設ける高等学校











２ 単位制による課程を設ける高等学校

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


